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Ⅰ．こどもの事故防止対策について
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１．教育・保育施設等における事故防止対策
について
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（１）教育・保育施設等における重大事故防止
に向けた取組
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教育・保育施設等における重大事故防止に向けた取組

１．有識者会議の開催

４．事故情報データベースの公表

２．ガイドラインの周知徹底

３．事故情報集計結果の公表

平成27年４月から教育・保育施設等における重大事故が発生した場合
の国への報告の仕組み等を整備するとともに、28年４月からは、死亡事
故等が発生した場合に、地方自治体は検証を実施し、事実の把握や発生
原因の分析等を行い、必要な再発防止策を検討することとしている。
国においては、地方自治体の検証報告等を踏まえた重大事故の再発防

止策について検討を行うため、教育・保育施設等における重大事故防止
策を考える有識者会議を開催しているほか、毎年度末に「年次報告」を
とりまとめ公表している。

【 主な検討課題 】
① 事故報告、事故情報データベースに基づく傾向分析等
② 地方自治体からの検証報告に基づく重大事故の再発防止策に関する提言
③ 事故報告、事故情報データベースの充実
④ ガイドライン等の改善
【 委 員 】
大学教授、保育関係者、被害児童の親等 １３名（令和６年２月現在）

事故の発生防止及び再発防止について取りまとめたガイドライン（※）
に関して、重大事故が発生しやすい時期（水遊び、節分等）や重大事故発
生時等のあらゆる機会を通じて、地方自治体、施設・事業所に対し、SＮ
Ｓ、講話、調査研究事業等のあらゆる機会を通じた周知徹底を図っている。
※ 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン（平成２８
年３月発出）

【 ガイドライン種別 】
① 事故防止のための取組み ～施設・事業者向け～

重大事故が発生しやすい場面（睡眠中、水遊び、食事中）ごとの注意事項等
② 事故防止のための取組み ～地方自治体向け～

施設・事業者との連携体制の整備、施設・事業者に対する研修や指導監査等
③ 事故発生時の対応 ～施設・事業者、地方自治体共通～

事故発生時の段階的な対応（事故発生直後、事故直後以降、状況の記録、保
護者等への対応、報道機関への対応、国への事故報告、検証の実施）
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【令和４年教育・保育施設等における事故報告集計】 (令和４年報告分、令和5年8月1日公表)

教育・保育施設等において発生した重大事故について、毎年１月１日か
ら１２月３１日までの間に国に報告があったものを集計し、公表している。
※ 平成２８年に公表開始（平成27年報告分以降を公表）

地方自治体から国に報告された重大事故について、事故の再発防止を目
的として、保育のプロセスを振り返り、特に重大事故が発生しやすい場面
ごとの注意事項や具体的な対応方法などについて情報共有を図るため、当
該情報をデータベース化し、公表している。
※ 平成27年に公表開始（平成27年度報告分以降を公表）

【 データベースの種別・内容 】
① 事故概要

「時系列等による事故発生時の状況」、「自治体による要因分析結果」
② 事故詳細

「施設・事業所の概要」、「発生時の体制」、「事故の転帰」、「施設・事
業所による要因分析」等

【 重大事故とは？ 】
「重大事故」とは、地方自治体から国への報告を求めている事故であって、
死亡事故、意識不明事故（どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの）、
治療に要する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故をいう。 6



（２）こどものバス送迎・安全徹底プラン
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① 所在確認や安全装置の装備の義務付け
→令和４年12月28日に関係府省令等を公布。令和５年４月１日より、幼児等の所在確認と安全装置の装
備を義務付ける。

② 安全装置の仕様に関するガイドラインの作成
→令和４年12月20日に、国土交通省において、「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の関す
るガイドライン」を策定・公表

③ 安全管理マニュアルの作成
→令和４年10月12日に、緊急対策の公表と合わせて作成・公表

④ 早期のこどもの安全対策促進に向けた「こどもの安心・安全対策支援パッケージ」
→令和４年度第２次補正予算に関連予算を計上して推進。

こどものバス送迎・安全徹底プラン ～バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策～

（令和４年10月12日策定）

令和４年度第２次補正予算：234億円

こどもの安全対策として、送迎用バスへの安全装置や登園管理システム、こどもの見守りタグ（GPS）の導入の支援などを行う。

降車時確認式 自動検知式

①エンジン停止後、運転者等に車内の
確認を促す車内向けの警報
②車内を確認し、運転者等が車両後部
の装置を操作すると警報が停止
③確認が一定時間行われない場合、
更に、車外向けに警報

①エンジン停止から一定時間後に
センサーによる車内の検知を開始
②置き去りにされたこどもを検知
すると、車外向けに警報

• 送迎用バスへのこどもの置き去り事故の防止に役立つ安全装置として、最低限の要件を定めた。
• 降車時確認式、自動検知式の２種類の装置を対象とした。
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送迎用バスに対する安全装置の
装備状況の調査(第２回)結果について

令和５年12月19日
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装備状況調査の実施

調査概要

〇 令和４年９月、静岡県牧之原市において、送迎用バスに置き去りにされたこどもが亡
くなるという大変痛ましい事案が発生したことを受け、同種事案の絶無を期すため、
同年10月、政府として緊急対策をとりまとめた。当該対策の一環として、通園等を目
的とした自動車、いわゆる送迎用バスに対する安全装置の装備を義務化するため、関係
府省令等を改正し、令和５年４月１日に施行した。

〇 安全装置の装備の義務化については、令和６年３月31日をもって１年間の経過措置
期間が終了することから、令和５年10月末時点における安全装置の装備状況について、
文部科学省と連携して調査を実施したものである。
・ 調査開始日 ： 令和５年11月６日（月）
・ 国への報告期限： 令和５年12月13日（水）

１ 送迎用バスを運行している施設・事業所数

２ 送迎用バスの運行台数

３ 安全装置の装備を完了した送迎用バスの台数 〔令和５年10月31日時点〕

４ 安全装置を装備する予定の送迎用バスの台数 〔令和５年12月31日まで〕

５ 安全装置を装備する予定の送迎用バスの台数 〔令和６年３月31日まで〕

※ 関係府省令等の改正により安全装置の装備が義務付けられた施設・事業所、送迎用バスを対象として調査を実施。

調査項目
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調査結果 【都道府県別】

※ 調査結果については、令和５年10月31日を基準日として、令和５年12月13日時
点で国に回答があった施設・事業所について取りまとめたものである。

※ 運行台数については、施設・事業所の廃止、送迎用バスの廃車等の理由により、
来年度運行しない送迎用バスの台数を除く。

※ 今後、装備予定の送迎用バスについては、予定どおり装備が完了するように、
その進捗状況を管理するよう、自治体に通知する。

３月末
装備完了及び

装備予定台数（割合）

12月末
装備完了及び

装備予定台数（割合）

10月末
装備完了台数（割合）

運行台数施設・事業数都道府県
３月末

装備完了及び
装備予定台数（割合）

12月末
装備完了及び

装備予定台数（割合）

10月末
装備完了台数（割合）

運行台数施設・事業数都道府県

(100%)573台(89.4%)512台(82.4%)472台573台251施設滋賀県(100%)2,706台(80.8%)2,186台(70.4%)1,906台2,706台1,197施設北海道

(100%)1,059台(87.3%)924台(69.6%)737台1,059台466施設京都府(100%)741台(92.2%)683台(85.0%)630台741台420施設青森県

(100%)4,329台(83.8%)3,627台(67.0%)2,901台4,329台1,960施設大阪府(100%)497台(80.7%)401台(55.5%)276台497台252施設岩手県

(100%)2,188台(91.1%)1,994台(79.6%)1,741台2,188台994施設兵庫県(100%)1,324台(74.1%)981台(61.4%)813台1,324台480施設宮城県

(100%)364台(90.7%)330台(64.8%)236台364台183施設奈良県(100%)316台(91.1%)288台(82.0%)259台316台191施設秋田県

(100%)465台(78.9%)367台(54.0%)251台465台178施設和歌山県(100%)481台(94.6%)455台(93.3%)449台481台252施設山形県

(100%)277台(81.2%)225台(69.7%)193台277台108施設鳥取県(100%)759台(94.5%)717台(87.5%)664台759台361施設福島県

(100%)201台(85.1%)171台(53.7%)108台201台113施設島根県(100%)1,470台(93.4%)1,373台(83.5%)1,228台1,470台640施設茨城県

(100%)482台(80.7%)389台(68.0%)328台482台241施設岡山県(100%)926台(87.3%)808台(73.8%)683台926台395施設栃木県

(100%)1,273台(78.4%)998台(66.1%)842台1,273台606施設広島県(100%)762台(76.5%)583台(59.8%)456台762台411施設群馬県

(100%)574台(99.7%)572台(96.3%)553台574台264施設山口県(100%)3,255台(88.0%)2,865台(75.6%)2,462台3,255台1,246施設埼玉県

(100%)319台(94.7%)302台(91.2%)291台319台165施設徳島県(100%)2,218台(79.3%)1,758台(67.0%)1,487台2,218台928施設千葉県

(100%)230台(87.0%)200台(78.7%)181台230台131施設香川県(100%)4,057台(91.7%)3,720台(79.6%)3,231台4,057台1,579施設東京都

(100%)638台(94.8%)605台(83.2%)531台638台310施設愛媛県(99.9%)3,254台(89.0%)2,898台(66.8%)2,176台3,256台1,233施設神奈川県

(100%)241台(89.2%)215台(86.3%)208台241台128施設高知県(100%)834台(87.3%)728台(80.6%)672台834台473施設新潟県

(100%)2,978台(86.8%)2,585台(67.7%)2,015台2,978台1,186施設福岡県(100%)299台(87.3%)261台(75.9%)227台299台151施設富山県

(100%)456台(91.0%)415台(67.8%)309台456台264施設佐賀県(100%)616台(89.8%)553台(84.9%)523台616台299施設石川県

(100%)707台(90.1%)637台(80.6%)570台707台377施設長崎県(100%)260台(89.2%)232台(84.6%)220台260台145施設福井県

(100%)824台(80.6%)664台(73.3%)604台824台449施設熊本県(100%)407台(91.9%)374台(86.7%)353台407台202施設山梨県

(100%)720台(77.1%)555台(58.1%)418台720台414施設大分県(100%)554台(80.3%)445台(61.6%)341台554台287施設長野県

(100%)565台(86.0%)486台(71.7%)405台565台295施設宮崎県(100%)1,236台(85.8%)1,061台(74.2%)917台1,236台507施設岐阜県

(100%)1,338台(83.0%)1,110台(64.9%)869台1,338台648施設鹿児島県(100%)1,815台(84.1%)1,527台(69.7%)1,265台1,815台803施設静岡県

(100%)681台(86.8%)591台(78.9%)537台681台355施設沖縄県(100%)3,297台(79.6%)2,625台(70.4%)2,322台3,297台1,416施設愛知県

(100%)777台(77.2%)600台(66.8%)519台777台332施設三重県

３月末
装備完了及び

装備予定台数（割合）

12月末
装備完了及び

装備予定台数（割合）

10月末
装備完了台数（割合）

運行台数施設・事業数都道府県

(99.9%)54,343台(85.7%)46,596台(72.5%)39,379台54,345台24,286施設全国 11
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幼稚園
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地域型保育事業
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認可外保育施設

認定こども園

児童発達支援センター

指定児童発達支援事業所

放課後等デイサービス

特別支援学校

総数

装備完了割合（~10/31） 装備予定割合（11/1~12/31） 装備予定割合（1/1~3/31）

※ 調査結果については、令和５年10月31日を基準日として、令和５年12月13日時点で国に回答があった施設・事業所について取りまとめたものである。
※ 運行台数については、施設・事業所の廃止、送迎用バスの廃車等の理由により、来年度運行しない送迎用バスの台数を除く。
※ 今後、装備予定の送迎用バスについては、予定どおり装備が完了するように、その進捗状況を管理するよう、自治体に通知する。

99.9%（3,713施設、8,853台／8,855台）

100%（1,118施設、1,476台／1,476台）

100%（57施設、102台／102台）

100%（670施設、1,300台／1,300台）

100%（3,767施設、7,876台／7,876台）

100%（587施設、1,465台／1,465台）

100%（3,916施設、7,825台／ 7,825台）

100%（9,724施設、21,248台／ 21,248台）

99.9%（24,286施設、54,343台／ 54,345台）

100%（734施設、4,198台／4,198台）

調査結果 【施設・事業所別】

13.2％ 14.2％
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２．こどもの事故防止に関する取組の推進
について
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こどもの事故防止に関する取組の推進

【関係省庁連絡会議構成員】
・こども家庭庁 成育局安全対策課長（議長）
・警察庁 刑事局捜査第一課長
・消費者庁 消費者安全課長
・こども家庭庁 成育局母子保健課長
・総務省消防庁 総務課長
・文部科学省 総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課長

・厚生労働省 政策統括官付参事官（総合政策統括担当）
・農林水産省 消費・安全局消費者行政・食育課長
・経済産業省 商務情報政策局産業
保安グループ製品安全課長

・国土交通省 総合政策局バリアフリー政策課長
・海上保安庁 交通部安全対策課長

我が国では、窒息や溺水、転落をはじめとする事故等によって、14歳以下のこどもが毎年200人ほど亡くなっている。こどもたち
の明るい未来のためにも、防ぐことのできる事故を可能な限り防止する必要がある。
こどもの生命・身体に係る事故の発生を予防し、その拡大を防ぐことを目的とし、保護者等に向けた注意喚起等の情報提供を行う

ほか、「こどもの事故防止に関する関係府省庁連絡会議」の開催及び「こどもの事故防止週間」の実施、就学前のこどもに予期せず
起こりやすい事故とその予防法等をまとめたハンドブックの作成・配布等を行っている。

（１）「こどもの事故防止に関する関係府省庁連絡会議」の開催
こどもの事故を防止するためには、
①保護者の事故防止意識を高めるための啓発活動を効果的に実施
②教育・保育施設等の関係者による取組
③こどもの事故防止に配慮された安全な製品の普及等

を総合的に取り組む必要がある。
関係府省庁が緊密に連携して取組を推進するため、「こどもの事故防止

に関する関係府省庁連絡会議」を平成28年６月に設置し、令和５年４月か
らは、こども家庭庁の下で開催している。
＜令和５年度の開催状況＞
第１回令和５年7月13日、第２回令和６年１月30日

（３）ハンドブックの作成・配布
こどもの中でも特に未就学児を対象として、予期せず起こりやすい事故

とその予防法・対処法のポイントをまとめたハンドブックを作成し、地方公
共団体、事業者、関係団体に配布している。（平成29年度から令和４年度ま
では消費者庁が実施）
※ 令和５年度に改訂した「こどもを事故から守る！事故防止ハンドブック」は、
こども家庭庁ホームページに掲載。

（２）「こどもの事故防止週間」の実施
「こどもの事故防止に関する関係府省庁連絡会議」の取組として、「こ

どもの事故防止週間」を実施している。令和５年度は、「こどもの取り残し、
置き去りによる事故の防止」をテーマに、7月17日から23日までの1週間、
事故を防ぐポイント等について、ポスターやSNSなどを通じて広報啓発を
行った。

「こどもを事故から守る！
事故防止ハンドブック」
（令和５年度改訂版）

「こどもの事故防止週間」ポスター
（令和５年度）

（４）ホームページやSNS等を通じた情報発信
「こどもを事故から守る！事故防止ポータルサイト」をこども家庭庁
ホームページに掲載し、様々な事故情報や事故防止の取組事例、事故が
起きたときの応急手当の方法などの情報を発信している。
SNS等においても事故防止のための情報発信を実施している。 14



Ⅱ．こどもの性被害防止対策について
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１．こども・若者の性被害防止のための
緊急対策パッケージについて

16



○ ９月中を目途に 「男性・男児のための性暴力被害者ホットライン」 を初めて開設

「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」のポイント

緊急啓発期間（8月・９月に政府を挙げた啓発活動を集中実施）
① 加害の抑止 （改正刑法等の趣旨・内容等の周知徹底）
② 相談窓口の周知
③ 第三者が被害に気付いたときの適切な対応

被害実態等の的確な把握と実証的な政策立案

すべてのこども・若者が安心して過ごすことができる社会を実現すべてのこども・若者が安心して過ごすことができる社会を実現

解決すべき課題解決すべき課題
○改正刑法等の趣旨・内容を広く国民に周知、厳正な対処
○加害者の被害者に対する強い影響力を利用した事犯
（親族関係、雇用関係、師弟関係等）などについて、全国で取締りを強化

○ 刑法改正等に伴い「匿名通報事業」の対象を変更・拡大し、一層の周知を図る

今般実施する強化策今般実施する強化策

○日本版DBS導入に向け、早期の法案提出を目指し、検討を加速
○保育所等における虐待防止のため、通報義務に関し児童福祉法改正を検討

○ 学校で性被害防止等を教える 「生命（いのち）の安全教育」 を全国展開
○ 小学生・未就学児等を対象に プライベートゾーン等の啓発キャンペーン活動を実施
○ 保護者として身に付けることが望ましい知識（性被害のサイン、「記憶の汚染」を避ける、相談先）等
について啓発資料等を直ちに作成し、学校、保育所、地域子育て支援拠点事業所、母子保健等の

子育て支援の場等を通じて保護者に啓発

○ こどもや若者を含め、安心して活動を継続できるよう、文化芸術分野における相談窓口を
設置 （弁護士が契約やハラスメントを含むトラブル等に対し助言や関係機関の紹介等を行う）

こども・若者の未熟さ・立場の弱さを
利用した性加害が繰り返されている

こどもが長く過ごす場での性被害の
未然防止・早期発見が必要

こどもは、被害にあっても
性被害と認識できず、

どう対応すればよいか分からない
保護者も、こどもの被害に気付くこと

や適切な対応が難しい
男性への相談支援の知見が十分に
蓄積されておらず、相談もしにくい

文化芸術分野で活動する際、
契約関係の明確化や

安心・安全な環境が必要

弱い立場に置かれたこども・若者が性被害に遭う事案が後を絶たない現状
➡ これまでの対策の着実な実行に加え、本パッケージの対策を速やかに実行する

２
相
談
し
や
す
く

３
支
援
の
強
化

ڭ
ਸ
૩
॑
ଆ
ए
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こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ（概要）

Ⅰ 三つの強化策の確実な実行

※「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」、「子供の性被害防止プラン2022」、「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」等の関連施策も着実に実行

（１）改正刑法等による厳正な対処、取締りの強化
○ 性犯罪に係る改正刑法等及びその趣旨・内容の周知、

改正後の刑法等の関係法令を踏まえた厳正な対処
○ 加害者の被害者に対する強い影響力を利用した事犯（親族関係、

雇用関係、師弟関係等）などについて、全国で取締りを強化
○ 「匿名通報事業」に係る対象の変更・拡大及び一層の周知

（２）日本版DBSの導入に向けた検討の加速
（３）保育所等での虐待防止のための児童福祉法改正の検討
（４）児童・生徒等への教育啓発の充実

○ 学校における「生命（いのち）の安全教育」の全国展開
○ 小学生等を対象にプライベートゾーン等の啓発キャンペーン
○ 中高生等を対象とする学校現場での改正刑法等の周知徹底
○ 外部講師の活用等による性と健康に関する教育等の実施
○ eネットキャラバンの講座に係る情報提供の実施

１ 加害を防止する強化策

（１）相談窓口の周知広報の強化
（２）SNS等による相談の推進

○ SNS相談「Cure time（キュアタイム）」
○ こどもの人権相談
○ 親子のための相談LINE等を通じた児童相談所による支援実施

（３）子育て支援の場等を通じた保護者に対する啓発
○ 保護者として身に付けることが望ましい知識について周知・啓発

（こどもの性被害のサイン、「記憶の汚染」を避ける、相談先等）
（４）男性・男児のための性暴力被害者ホットラインの開設
（５）相談・被害申告への適切な対応のための体制整備

○ 児童からの聴取に係る体制等の整備
○ 医師に対する協力謝金の拡充の検討や

泌尿器科、肛門科、小児科を含む証拠採取の環境整備

２ 相談・被害申告をしやすくする強化策

（１）ワンストップ支援センター等の地域における支援体制の充実
（２）学校等における支援の充実

○ 児童生徒から相談を受けた際の養護教諭を含む教職員の対応のポイント等の周知 ○ 児童館や放課後児童クラブにおける対応・支援の充実
（３）医療的支援の充実

○ 受診可能な医療機関リストを整備し関係機関において共有する等の取組の促進、医療機関におけるワンストップ支援センターの認知度向上
（４）法的支援の充実

○ 犯罪被害者等支援弁護士制度の創設に向けた取組 ○ 文化芸術分野の契約、ハラスメントを含むトラブル等に関する相談窓口

３ 被害者支援の強化策

〇 被害当事者や支援者等の意見を継続的に聴取、
調査分析等による知見を共有 → 的確な被害実態等の把握

〇 不断の検討により、加えて実施すべき施策があれば、果断に実行

Ⅱ 緊急啓発期間の実施 Ⅲ 被害実態等の的確な把握と実証的な政策立案

〇弱い立場に置かれたこども・若者が、性犯罪・性暴力被害に遭う事案が後を絶たない
〇こども・若者は、被害に遭っても、それを性被害であると認識できない、声を上げにくく適切な支援を受けることが難しい

→「すべてのこども・若者が安心して過ごせる社会の実現」のためには、対策の一層の強化が喫緊の課題

令和５年７月26日「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」・「こどもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議」合同会議

① 加害の抑止（改正刑法等の周知）
② 相談窓口の周知
③ 被害に気付いた者の適切な対応

政府を挙げた啓発活動を集中実施
（本年８月～9月）
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７月、
○ 法務省ホームページに改正刑法等の趣旨・内容周知のためのページを公開し、広報を推進 【法務省】
○ 都道府県警察に対し、改正刑法等による厳正な対処、取締りの強化を指示 【警察庁】

こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージの実施の加速化

こども・若者の性被害防止のため
の緊急対策パッケージ

パッケージを踏まえ実施した取組（〇）と加速化する取組（●）

○ 本年７月に、「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」及び「こどもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議」
の合同会議（議長：内閣府特命担当大臣（こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画））において、とりまとめが行われた、
「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」に基づく取組について、以下のとおり、その実施を加速化する。

１．加害を防止する強化策

〇 改正刑法等の趣旨・内容を広く
国民に周知、厳正な対処

〇 全国で取締りを強化

刑法改正等に伴い「匿名通報事業」
の対象を変更・拡大し、一層の周知
を図る

● 10月から対象を変更・拡大し、運用 【警察庁】

日本版DBS導入に向け、早期の
法案提出を目指し、検討を加速

● こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議の報告書の取りまとめ（９月）と
更なる検討 【こども家庭庁】
● 教育、保育等を提供する場における性被害の防止等の取組の促進

【こども家庭庁、経済産業省、文部科学省】
⁻ 業界における取組を横断的に促進するための先進事例の把握・指針のひな型作成
⁻ 周知・啓発するためのコンテンツの作成・広報

保育所等における虐待防止のため、
通報義務に関し児童福祉法改正
を検討

● 保育所等児童福祉施設、幼稚園・特別支援学校における性犯罪防止対策に係る
設備等支援 【こども家庭庁、文部科学省】

⁻ パーテーション等の設置によるこどものプライバシー保護
⁻ 保護者からの確認依頼等に応えるためのカメラによる記録等

○学校で性被害防止等を教える

「生命（いのち）の安全教育」 を
全国展開
○小学生・未就学児等を対象にプライ
ベートゾーン等の啓発キャンペーン
活動を実施

● 「生命（いのち）の安全教育」の動画コンテンツの作成・活用 【文部科学省】
⁻ 新たに取り組む学校等が容易かつ効果的に授業を実施しやすいよう、指導過程を解説した動画を作成

し、周知するとともに、webに掲載し活用を促進。
● ９月、全国の自治体に、「生命（いのち）の安全教育」の教材の活用等により、プライベートゾーン等について
分かりやすい啓発の実施を通知し、啓発を推進 【こども家庭庁】

※ 下線部については緊急に取り組むべき施策

令和５年10月16日「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」・「こどもの性的搾取等に係る対策に関する
関係府省連絡会議」「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策推進本部」合同会議資料
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２．相談・被害申告をしやすくする強化策

相談窓口の周知広報の強化、
SNS等による相談の推進

子育て支援の場等を通じた保護者
に対する啓発

● ９月、保護者として身に付けることが望ましい知識（性被害のサイン、「記憶の汚染」を避ける、相談先）等に
関する啓発資料等を作成し、保育所、地域子育て支援拠点事業所、母子保健等の子育て支援の場等を通じた
保護者への啓発を自治体に通知し、全国的な取組を推進 【こども家庭庁、内閣府】

男性・男児のための性暴力被害者
ホットラインの開設

児童相談所における相談、保護、通
報等の適切な対応

● ワンストップ支援センター等における被害者支援を強化 【内閣府】
⁻ こども・若者や男性等の多様な被害者への支援や相談対応に係る体制強化を促進

３．被害者支援の強化策

ワンストップ支援センター等の地域
における支援体制の充実

緊急啓発期間 【関係府省庁】
（8月・９月に政府を挙げた啓発活動を集中実施）

○ ８月、全国の児童相談所に対し、性犯罪・性暴力の相談があった際には適切に対応するよう通知
【こども家庭庁】

学校等における支援の充実

医療的支援の充実

● 9月、「学校における教育相談体制充実に係る連絡協議会」を開催し、教育委員会の担当者やスクールカウン
セラー等に対して、性的な被害を受けた児童生徒への対応に係る留意点等を周知 【文部科学省】

法的支援の充実

「児童虐待防止推進月間」（11月）、「女性に対する暴力を
なくす運動」（11月12日～25日）、「若年層の性暴力被害予
防月間」（４月）等を活用し、継続的な周知啓発を実施

● ９月、「文化芸術活動に関する法律相談窓口」を開設 【文部科学省】
〇 法テラスにおける犯罪被害者支援の実施 【法務省】

● 被害者が相談しやすい環境整備の推進 【内閣府、こども家庭庁】
⁻ 性暴力被害者のためのSNS相談等の推進、夜間休日に相談可能なコールセンターの実施
⁻ 児童相談所におけるSNSを活用した相談支援体制の構築
⁻ 相談窓口の周知広報の強化

● ９月、「男性のための性暴力被害ホットライン」及び「男の子と保護者のための性暴力被害ホットライン」を開設
【内閣府】

● ワンストップ支援センター等における男性・男児の被害者への支援を推進 【内閣府】

● ワンストップ支援センター等と医療機関等の関係機関との連携を強化 【内閣府】
〇 性犯罪被害者に対し適切な治療・ケアのできる人材を養成する「ＰＴＳＤ対策専門研修」（犯罪・性犯罪被
害者コース）を実施 【厚生労働省】
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令和５年９月 21 日 

こ 成 安 第 118 号 

こ 支 総 第 51 号 

 

       

各          殿 

   

 

こども家庭庁成育局長 

こども家庭庁支援局長 

 

こども・若者の性被害防止のための地方公共団体の取組及び教育・保育施設

等におけるこどもや保護者等に対する啓発等について（依頼） 

 

令和５年７月 26 日「第８回性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」

及び「第 13 回こどもの性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議」の

合同会議にて、「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」が決

定されました。同パッケージでは、こども・若者に対する性犯罪・性暴力の根

絶を切望する社会全体の声を真摯に受け止め、その実現のため、「加害を防止す

る強化策」、「相談・被害申告をしやすくする強化策」、「被害者支援の強化策」

の三つの強化策を掲げ、これらを速やかに実施することとしています。 

 各地方公共団体におかれましては、同パッケージで掲げる下記の施策につい

て、各教育・保育施設、子育て世代包括支援センター等を通じて必要な取組が確

実に実施されますようご対応をお願いします。 

なお、同パッケージでは、本年の８月及び９月の２か月間を「こども・若者の

性被害防止のための緊急啓発期間」とし、期間中、①加害の抑止（今般の刑法改

正等の趣旨・内容等の周知徹底）、②相談窓口の周知、③こどもや若者への性犯

罪・性暴力を見逃さない機運の醸成（第三者が被害に気付いたときの適切な対応、

二次被害の防止等）の観点から、政府を挙げた啓発活動を集中的に実施すること

としており、各地方公共団体におかれましては、関係機関・団体等も含め、この

活動が広く実施されるようご理解・ご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ こどもや保護者等へのプライベートゾーン等に関する教育啓発 

こどもは、性被害にあった場合でも、それが性被害であること自体を認識で

きない、認識できたとしても周囲の大人たちに被害を申告しづらいといった傾

都道府県知事 

市 町 村 長 
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向があると言われています。こどもたちを性犯罪・性暴力の加害者、被害者、

傍観者にさせないため、こども及びその保護者等に対し、「生命（いのち）の

安全教育」の教材の活用等により、プライベートゾーン等について、分かりや

すく、親しみやすい形での啓発を実施してください。 

※ 教材等については、以下 URL からダウンロードすることができます。 

 

「生命（いのち）の安全教育」※文部科学省ウェブサイト 

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index2.html 

 

生命（いのち）の安全教育 幼児向け 教材例 

 
２ 保護者へのこどもの性被害に関する知識等の周知 

こどもの被害については、最も身近な立場にある保護者が、被害に遭ったこ

とのサインを見逃さないこと、被害の聞き取りの過程でのこどもの記憶への影

響（いわゆる「記憶の汚染」）を避けることや、速やかに専門機関に相談する

こと等を含め、的確に対応することが求められます。さらに、性被害がこども

に与える影響やトラウマに関する基礎的な知識を持つことも重要となります。 

このたび内閣府とこども家庭庁において、保護者として身に付けることが望

ましい知識等について啓発資料を作成したことから、保育所、地域子育て支援

拠点事業所、母子保健、その他様々な場や機会を通じて、当該資料を配布する

等により、保護者に対する周知をお願いいたします。 

※ 啓発資料については、以下 URL からダウンロードすることができます。 

 

「こどもたちのためにできること」※内閣府男女共同参画局ウェブサイト 

  https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/pdf/pamphlet_2023_02.pdf 
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【参考資料１】 

 「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」（令和５年７月 26

日「第８回性犯罪・性暴力対強化のための関係府省会議」及び「第１３回こども

の性的搾取等に係る対策に関する関係府省連絡会議」の合同会議決定）（抜粋） 

 

 

Ⅰ 三つの強化策の確実な実行 

 

１ 加害を防止する強化策 

（４）児童・生徒等への教育啓発の充実 

② 小学生・未就学児やその保護者等に対し、「生命（いのち）の安全教育」

の教材の活用等により、プライベートゾーン等について、分かりやすく、

親しみやすい形での啓発を行うキャンペーン活動を実施する。（こども

家庭庁、文部科学省） 

 

２ 相談・被害申告をしやすくする強化策 

（３）子育て支援の場等を通じた保護者に対する啓発 

① こどもの被害については、最も身近な立場にある保護者が、被害に遭

ったことのサインを見逃さないこと、被害の聞き取りの過程でのこども

の記憶への影響（いわゆる「記憶の汚染」）を避けることや、速やかに専

門機関に相談すること等を含め、的確に対応することが求められる。さ

らに、性被害がこどもに与える影響やトラウマに関する基礎的な知識を

持つことも重要である。このため、保護者として身に付けることが望ま

しい知識等について、関係府省が連携して啓発資料等を直ちに作成し、

学校、保育所、地域子育て支援拠点事業所、母子保健等を通じて保護者

への周知を図る。（こども家庭庁、内閣府、文部科学省） 

 

 

【参考資料２】 

性犯罪・性暴力の被害に遭われたこどもや若者が利用することのできる相談

窓口として以下があります。 

・「＃8103（ハートさん）」 

都道府県警察の性犯罪被害相談電話（全国共通番号） 

・「＃8891(はやくワンストップ）」 

性犯罪・性暴力被害者のためのワントップ支援センター（全国共通番号）  

・「 Cure time（キュアタイム）」 

性暴力に関するＳＮＳ相談 

https://curetime.jp/ 
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・「親子のための相談ＬＩＮＥ」 

ＳＮＳ相談システム 

https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/oyako-line/ 
・「こどもの人権１１０番」 

こどもの人権に関する電話相談窓口 0120-007-110（全国共通・無料）

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html  

・「ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）人権相談 」 
ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）を利用した人権相談 

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00034.html  

・「こどもの人権ＳＯＳ－e メール」」 
スマートフォン・パソコン等から利用できるインターネット人権相談

受付窓口 

https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_CH/0101.html  
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Ⅲ．こどものインターネット利用環境整備
について
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１．こどものインターネット利用に係る啓発
について
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事 務 連 絡 

令 和 ６ 年 １ 月 ３ １ 日 

 

各都道府県・指定都市こども政策主管部局長 殿   

  

こども家庭庁成育局安全対策課長 

 

 

 

青少年のインターネット利用に係る保護者向け普及啓発リーフレット

の活用推進について（依頼） 

 

 

平素から青少年の安心・安全なインターネット利用環境の整備に向け格別の御高配を

賜り、誠にありがとうございます。 

 

こどもを取り巻くインターネット利用環境は日々変化しております。 

 

政府では、令和３年６月７日に決定した「第５次青少年インターネット環境整備基本

計画」に基づき、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため、

学校等を通じて保護者に対する周知・啓発活動を推進することとしております。 

 

こうした状況を踏まえ、こども家庭庁において、文部科学省等の関係省庁と連携し、

保護者に向けたリーフレット「ネット・スマホ活用世代の保護者が知っておきたいポイ

ント～こどもたちが安心して楽しく使うために～」を作成いたしました。 

本リーフレットは、第５次基本計画にもありますとおり、青少年の情報「発信」を契

機とするトラブルに対する取組等の推進に着目し、自画撮り被害や誹謗中傷等への対応、

フィルタリングの活用や家庭でのルールづくり等を紹介しているものです。また、令和

５年４月にこども家庭庁が設置されたことから、本年度は、特別版として、すべての保

護者を対象に、インターネットの安全利用について啓発する内容としました。 

 

貴職におかれましては、特に適切なインターネット利用について啓発が必要な保護者

等に対して、この問題の重要性が伝わるよう積極的に活用いただくとともに、必要に応

じて、各都道府県こども政策主管部局におかれては、指定都市を除く域内の市町村こど

も政策主管部局に対して、各指定都市や市町村のこども政策主管部局におかれては所管

の保育所・認定こども園等に対して、周知くださるようお願いいたします。 
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なお、電子媒体はこども家庭庁ウェブサイト（注）に掲載しておりますので御活用く

ださい。 

 

注：https://www.cfa.go.jp/policies/youth-kankyou/leaflet/ 

 

リーフレット掲載ページ QR コード 

 

（本件問い合わせ先） 

こども家庭庁成育局安全対策課 

環境整備係  03－6858－0155 

 

本件、周知先は以下のとおりです。（この事務連絡に該当する周知先に●） 

周知先 提供方法／部数 該当 

各都道府県・指定都市教育委員会青少年教育事務主管課 印刷物送付／300部  

各都道府県青少年教育事務主管課 印刷物送付／150部  

各国立大学法人担当部課 印刷物送付／150部  

各都道府県・指定都市青少年行政担当部局 印刷物送付／150部  

各都道府県・指定都市こども政策主管部局 メール／－ ● 
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